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は
じ
め
に

　

鎌
倉
〜
南
北
朝
期
の
荘
園
で
は
、
領
家
と
地
頭
の
紛
争
を
抑
止
す
る
た
め
、
土
地
自
体

を
分
割
し
、
相
互
に
排
他
的
な
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
「
下
地
中
分
」
が
行
わ
れ
た
。

以
前
、
筆
者
（
似
鳥
）
は
『
歴
史
学
研
究
』
九
一
七
号
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
に
て
発
表
し

た
「
下
地
中
分
と
荘
園
経
営
│
備
中
国
新
見
荘
を
中
心
に
│
」
と
題
す
る
論
文
で
、
東
寺

領
と
し
て
著
名
な
備
中
国
新
見
荘
の
事
例
を
主
な
題
材
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
長
ら
く
閑
却

さ
れ
て
い
た
下
地
中
分
の
包
括
的
な
検
討
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
際
に
復
元
し
た
新
見
荘

の
下
地
中
分
図
が
【
図
1
】
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
同
年
、
高
橋
傑
は
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
新
見
荘
の
地
名
と
下
地
中
分
」（
海
老
澤

衷
・
酒
井
紀
美
・
清
水
克
行
編
『
中
世
の
荘
園
空
間
と
現
代
│
備
中
国
新
見
荘
の
水
利
・
地
名
・
た
た

ら
│
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
に
て
、
新
見
荘
の
下
地
中
分
に
つ
い
て
似
鳥
説
と

異
な
る
見
解
を
発
表
し
た
。
そ
の
復
元
図
が
【
図
2
】
で
あ
る
。
そ
の
後
、
高
橋
は
新
見

荘
の
事
例
を
踏
ま
え
て
、
下
地
中
分
と
地
頭
請
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
た（（
（

。

　

さ
ら
に
両
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
著
を
ま
と
め
て
上
記
論
文
を
再
録
し
、
そ
こ
へ
補
注
を

付
し
て
、
互
い
に
反
論
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る（（
（

。
し
か
る
に
、
近
ご
ろ
一
般
へ
の
説
明

を
意
識
し
て
書
か
れ
た
二
つ
の
論
考
で
は
、
い
ず
れ
も
似
鳥
説
は
触
れ
ら
れ
ず
、
高
橋
説

の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る（（
（

。
ど
う
や
ら
現
状
で
は
、
高
橋
説
の
方
が
支
持
を
得
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

　

新
見
荘
の
下
地
中
分
は
、
単
な
る
個
別
事
例
と
し
て
終
わ
る
問
題
で
は
決
し
て
な
い
。

下
地
中
分
全
般
の
理
解
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
中
世
社
会
全
体
の
理
解
に

も
関
わ
る
こ
と
と
な
る
、
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
似
鳥
説
と
の
比
較
の
な
か
で
、
改
め
て
高
橋
説
の
妥
当
性
に
つ
い

備
中
国
新
見
荘
の
下
地
中
分
と
中
世
社
会

─
─
高
橋
傑
『
中
世
荘
園
の
検
注
と
景
観
』
に
よ
せ
て
─
─
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 Abstract 
【図 1】　似鳥説による新見荘の下地中分図

（似鳥雄一『中世の荘園経営と惣村』吉川弘文館、2018年に加筆）
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て
精
査
し
、
再
反
論
を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。
紙
幅
の
大
半
を
新
見
荘
の
下
地
中
分
に
割

く
こ
と
に
な
る
が
、
両
説
の
比
較
に
関
わ
る
範
囲
で
、
下
地
中
分
の
総
合
理
解
に
つ
い
て

も
言
及
を
行
い
た
い
。

1
．
新
見
荘
の
下
地
中
分

（
1
）
議
論
の
前
提

　

ま
ず
は
議
論
の
前
提
と
な
る
諸
点
の
う
ち
、
似
鳥
説
・
高
橋
説
の
間
で
特
に
対
立
の
な

い
部
分
か
ら
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

　

新
見
荘
は
、
後
白
河
院
が
建
立
し
た
御
願
寺
の
一
つ
で
あ
る
最
勝
光
院
を
本
家
、
小
槻

氏
を
領
家
と
す
る
荘
園
と
し
て
、
現
在
で
い
う
岡
山
県
新
見
市
の
北
西
部
に
成
立
し
た
。

中
国
山
地
の
た
だ
な
か
で
、
可
住
地
に
は
制
約
が
あ
る
が
、
荘
域
そ
の
も
の
は
広
大
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
似
鳥
説
で
は
、
現
在
の
大
字
と
中
世
の
村
名
を
折
衷
し
た
、
①
高
瀬
、
②

釡
村
、
③
千
屋
、
④
足
立
、
⑤
坂
本
、
⑥
井
村
、
⑦
西
方
と
い
う
七
つ
の
地
域
に
分
け
て

考
え
る
こ
と
に
し
た
。
高
橋
説
は
、
大
字
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。

　

新
見
荘
で
下
地
中
分
が
行
わ
れ
た
の
は
文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
の
こ
と
で
、
東
寺

領
に
な
る
前
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
地
頭
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
明
確
な
史
料
を
欠
く
が
、

南
北
朝
・
室
町
期
の
史
料
か
ら
、
新
見
氏
を
名
乗
る
一
族
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
の
下
地
中
分
の
復
元
を
可
能
に
す
る
の
は
、
基
本
的
に
次
の
三
種
の
帳
簿
史
料
で
あ

る
（
（
（

。
一
つ
目
は
文
永
八
年
の
検
注
帳
で
、
田
地
と
畠
地
の
別
が
あ
り
、
中
分
前
の
全
荘
域

を
収
め
る（（
（

。
二
つ
目
は
文
永
一
〇
年
と
同
一
一
年
の
二
年
分
の
検
注
帳
で
、
ど
ち
ら
も
中

分
後
の
領
家
方
の
帳
簿
だ
が
、
麦
畠
の
み
を
対
象
地
目
と
す
る（（
（

。
三
つ
目
は
正
中
二
年
（
一

三
二
五
）
の
地
頭
方
の
帳
簿
群
で
、
地
頭
職
が
得
宗
家
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
が
作
成
の
契

機
と
み
ら
れ
る
。
検
注
帳
に
加
え
て
、
耕
地
記
載
を
徴
税
単
位
で
あ
る
「
名
」
別
に
編
集

し
た
名
寄
帳
が
、
田
地
・
畠
地
と
も
に
残
さ
れ
て
い
る（（
（

。

　

以
下
、
こ
の
三
種
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
文
永
八
年
帳
、
文
永
一
〇
〜
一
一
年
帳
、
正

中
二
年
帳
と
呼
ぶ
。
な
お
、
文
永
八
年
帳
と
正
中
二
年
帳
は
正
検
注
（
悉
皆
調
査
）、
文
永

一
〇
〜
一
一
年
帳
は
内
検
注
（
補
正
調
査
）
に
関
わ
る
帳
簿
と
み
ら
れ
、
こ
の
違
い
は
焦

点
の
一
つ
に
な
る
。

　

文
永
一
〇
〜
一
一
年
帳
と
正
中
二
年
帳
の
標
題
に
も
あ
る
通
り
、
中
分
後
は
領
家
方
を

「
西
方（（
（

」、
地
頭
方
を
「
東
方
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
新
見
荘
が
基
本
的
に
東
西
分

割
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
2
）
高
橋
説
の
検
証

　

さ
て
、
高
橋
説
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
点
で
似
鳥
説
と
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ

れ
ら
を
詳
し
く
検
証
し
て
い
こ
う
。

（
A
（
正
中
年
間
に
も
下
地
中
分
が
あ
っ
た
か

　

高
橋
説
で
は
、
正
中
年
間
に
何
度
目
か
の
下
地
中
分
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
正

中
二
年
帳
に
「
押
領
」「
論
所
」
と
い
う
注
記
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
古
河
跡
」「
向
中
嶋
」

な
ど
、
河
川
の
流
路
変
化
を
う
か
が
わ
せ
る
場
所
に
み
え
る
こ
と
に
着
目
し
て
の
指
摘
で

【図 2】　高橋説による新見荘の下地中分図
（高橋傑『中世荘園の検注と景観』吉川弘文館、2022年、斜線部
分が地頭方、横線部分が領家方）
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あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
正
中
二
年
帳
の
検
注
帳
と
名
寄
帳
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、「
押

領
」
や
「
論
」
の
記
載
を
計
三
〇
筆
で
検
出
で
き
る
（
田
地
一
九
筆
、
畠
地
一
一
筆
）。
そ
の

う
ち
七
筆
に
は
「
西
方
」「
西
」
の
文
言
が
あ
っ
て
、
相
手
が
領
家
方
だ
と
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
を
み
る
と
、
ま
ず
「
村
社
」「
真
壁
」
の
文
言
か
ら
、
荘
外
の
村
社
郷
と
の

係
争
地
と
わ
か
る
も
の
が
八
筆
あ
る（（
（

。
次
に
、
成
沢
名
と
大
上
名
、
為
宗
名
と
則
元
名
と

い
う
地
頭
方
の
名
主
間
で
相
論
し
て
い
る
も
の
が
各
一
筆
あ
る
。

　

ま
た
、
新
見
氏
の
一
族
と
み
ら
れ
る
「
山
戸
岐
十
郎
」
に
よ
る
押
領
も
一
筆
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
似
鳥
説
で
は
、
先
述
し
た
得
宗
家
へ
の
地
頭
職
の
代
替
わ
り
を
新
見
氏
か
ら

の
も
の
と
み
て
、
新
旧
両
者
に
よ
る
対
立
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
一
方
、
高
橋
説
で
は

山
戸
岐
十
郎
を
「
領
家
方
の
収
取
体
系
に
も
連
な
っ
て
」（
高
橋
二
五
九
頁
）
地
頭
方
の
侵

食
を
図
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
は
、
検
注
帳
に
「
押
領
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ

と
以
外
に
な
い
。

　

山
戸
岐
十
郎
は
新
見
氏
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
が
（
似
鳥
一
七
四
頁
）、
正
中
二
年
帳
に

は
「
山
戸
岐
前
」「
山
戸
岐
後
」
と
い
う
地
名
が
み
え
、
そ
の
所
在
は
、
前
後
の
地
名
か

ら
⑥
井
村
に
比
定
で
き
る
。
こ
れ
は
地
頭
方
の
中
枢
と
も
い
う
べ
き
場
所
で
あ
り
、
そ
こ

を
本
拠
と
し
た
の
が
山
戸
岐
十
郎
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
西
方
」
や
「
西
」
と
い
っ
た
注
記
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
か
つ
こ

れ
だ
け
地
頭
方
に
根
を
張
っ
て
い
た
は
ず
の
人
物
を
、
単
に
「
押
領
」
と
あ
る
だ
け
で
領

家
方
と
連
な
っ
て
い
た
と
想
定
す
る
の
は
、
さ
す
が
に
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

　

そ
う
す
る
と
残
る
は
一
二
筆
だ
が
、
そ
れ
ら
に
は
相
手
方
の
記
述
が
な
い
か
ら
、
地
頭

方
内
部
で
の
紛
争
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

　

以
上
、
要
す
る
に
高
橋
説
が
重
視
す
る
「
押
領
」「
論
所
」
は
、
実
際
に
は
そ
の
大
半

が
領
家
方
と
地
頭
方
の
間
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
正
中
年
間
に
も
両
者
の
折

衝
が
多
少
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
は
荘
域
全
体
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
限
定
的
で
、
微
調

整
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。「
分
け
直
し
中
分
」（
高
橋
二
七
二
頁
）
と
ま
で
い
え
る
よ

う
な
作
業
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
B
（
領
家
方
と
地
頭
方
の
入
組
地
は
な
か
っ
た
か

　

高
橋
説
で
は
、
領
家
方
と
地
頭
方
は
同
じ
領
域
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
く
、
明
瞭
な
住

み
分
け
が
で
き
て
い
た
と
考
え
る
。「
入
り
組
み
地
を
完
全
に
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
」（
高
橋
二
六
六
頁
）
と
は
い
う
も
の
の
、【
図
2
】
を
み
れ
ば
上
記
の
主
張
は
明
白

で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
荘
域
の
最
南
端
で
あ
る
。
似
鳥
説
で
は
、

領
家
方
・
地
頭
方
の
双
方
の
史
料
に
観
察
さ
れ
る
地
名
を
「
混
在
地
」
と
し
、
そ
れ
ら
の

う
ち
「
牛
丸
」「
今
井
」「
大
田
」
の
所
在
を
⑦
西
方
に
比
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
帯

を
荘
園
の
一
部
に
ま
と
ま
っ
て
錯
圃
が
観
察
さ
れ
る
「
入
組
地
」
と
位
置
付
け
た
。

　

こ
の
指
摘
を
高
橋
説
で
は
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
。
ま
ず
「
牛
丸
」
に
つ
い
て
は
、
全

く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。「
今
井
」「
大
田
」
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
地
の
有
力
者
が
後
に

領
家
方
の
荘
官
と
な
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
」（
高
橋
二
六
六
頁
）
と
し
て
、
似
鳥
説
を
否
定

す
る
。
し
か
し
高
橋
説
で
は
、
似
鳥
説
が
「
今
井
」
を
現
在
の
「
宮
田
」
に
あ
て
た
と
誤

解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
今
井
」
は
現
存
す
る
地
名
で
、
国
土
地
理
院
の
ウ
ェ
ブ
地

図
サ
ー
ビ
ス
『
地
理
院
地
図
』（https://m

aps.gsi.go.jp

）
で
も
確
認
で
き
、「
宮
田
」
と
は

明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

　

と
な
る
と
残
る
争
点
は
「
大
田
」
に
絞
ら
れ
る
。
も
し
似
鳥
説
が
こ
こ
を
地
頭
方
の
一

円
地
だ
と
主
張
す
る
も
の
な
ら
、
そ
こ
か
ら
領
家
方
の
荘
官
が
現
れ
る
こ
と
に
疑
問
の
余

地
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
者
の
混
在
地
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
ら
矛
盾
は
あ
る
ま

い
（
（1
（

。
そ
も
そ
も
そ
れ
を
矛
盾
と
い
う
の
な
ら
、
明
ら
か
に
地
頭
方
に
根
拠
を
持
つ
山
戸
岐

十
郎
に
よ
る
押
領
を
、
領
家
方
の
動
向
と
し
て
説
明
す
る
高
橋
説
の
方
が
、
よ
ほ
ど
矛
盾

が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
似
鳥
説
が
示
し
た
荘
域
最
南
端
の
入
組
地
を
否
定
で
き
る
ほ
ど
の

根
拠
は
、
高
橋
説
に
は
な
い
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
高
橋
説
で
は
荘
内
最
大
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
る
「
三
日
市
庭
」
へ
の

言
及
が
な
い
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
三
日
市
庭
は
下
地
中
分
前
か
ら
領
家
方
・
地

頭
方
の
双
方
に
よ
っ
て
分
割
管
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
一
五
世
紀
半
ば
に

至
っ
て
も
続
い
て
い
た
（
似
鳥
三
一
〜
三
三
頁
）。「
牛
丸
」「
今
井
」「
大
田
」
と
の
地
理
的

な
近
接
か
ら
考
え
れ
ば
、
や
は
り
そ
の
周
辺
を
入
組
地
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
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ろ
う
。

（
C
（
千
屋
に
も
領
家
方
が
あ
っ
た
か

　

似
鳥
説
で
は
、
③
千
屋
の
全
域
を
地
頭
方
と
み
な
す
。
そ
れ
に
対
し
て
高
橋
説
で
は
、

千
屋
の
南
部
に
領
家
方
が
存
在
し
、
地
頭
方
を
南
北
に
分
断
し
て
い
た
と
す
る
（【
図
3
】）。

　

こ
こ
で
焦
点
と
な
る
の
は
、
現
在
の
「
朝
間
」
地
区
に
所
在
比
定
で
き
る
「
ワ
サ
マ
」

「
タ
サ
イ
タ
ニ
」
と
い
う
地
名
が
文
永
八
年
帳
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
領
家
方
と
地
頭
方

の
ど
ち
ら
に
属
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
く
が
、
ま
ず
強
調
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
下

地
中
分
で
の
朝
間
の
帰
属
を
直
接
に
示
す
史
料
は
一
つ
も
な
く
、
各
種
の
傍
証
か
ら
総
合

的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
永
一
〇
〜
一
一
年
帳
を
み
る
と
、

千
屋
の
地
名
が
一
つ
も
な
い
。
正
中
二
年
帳
に
は
千
屋
の
地
名
は
あ
る
が
、
朝
間
が
み
つ

か
ら
な
い
。
た
だ
し
前
者
は
補
正
調
査
の
た
め
精
度
が
低
く
、
後
者
は
悉
皆
調
査
の
た
め

精
度
が
高
い
と
い
う
点
が
、
高
橋
説
の
根
拠
で
あ
る
。

①
﹁
押
領
﹂﹁
論
所
﹂

　

先
述
し
た
「
押
領
」「
論
所
」
を
千
屋
に
限
定
し
て
再
確
認
す
る
と
、
村
社
郷
を
相
手

と
し
た
も
の
が
五
筆
、
地
頭
方
の
名
主
間
相
論
が
二
筆
、
そ
し
て
山
戸
岐
十
郎
に
よ
る
押

領
が
一
筆
、
全
八
筆
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
領
家
方
に
よ
る
千
屋
の
侵
食
と
は
み
な
せ
ず
、

高
橋
説
の
根
拠
に
な
り
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。

②
下
地
中
分
の
原
則

　

こ
れ
も
先
述
の
通
り
、
新
見
荘
で
は
領
家
方
を
「
西
方
」、
地
頭
方
を
「
東
方
」
と
通

称
し
て
お
り
、
そ
こ
に
東
西
分
割
を
原
則
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

地
頭
方
を
南
北
に
分
断
す
る
高
橋
説
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

似
鳥
説
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
に
東
寺
か
ら
視
察
の
た
め
新

見
荘
に
派
遣
さ
れ
た
二
名
の
使
僧
は
、
新
見
荘
の
下
地
中
分
を
端
的
に
把
握
し
て
、「
西
・

南
御
寺
領
、
東
ハ
地
頭
方
也
」
と
東
寺
に
報
告
し
た（（（
（

。
も
し
高
橋
説
の
通
り
な
ら
、
地
頭

方
に
「
北
」
と
い
う
表
現
を
用
い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　

高
橋
説
で
は
「
複
雑
な
入
り
組
み
地
を
想
定
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
が
分
か
っ
た
」（
高

橋
二
七
一
頁
）
と
す
る
が
、【
図
2
】
は
下
地
中
分
の
原
則
が
み
え
づ
ら
い
と
い
う
点
で
、

す
で
に
十
分
複
雑
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
収
取
規
模
の
均
分
が
原
則
だ
と
い
う
反
論
が
予

想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
も
そ
も
朝
間
の
確
保
に
そ
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の
か
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

③
朝
間
の
価
値

　

高
橋
説
の
よ
う
に
領
家
方
が
地
頭
方
に
食
い
込
む
形
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
両
者

の
接
点
が
増
加
し
、
紛
争
の
リ
ス
ク
が
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
。
下
地
中
分
に
お
い
て
、

荘
域
を
部
分
ご
と
に
複
雑
に
分
割
す
る
坪
分
中
分
よ
り
も
、
少
な
い
境
界
線
で
単
純
に
分

割
す
る
一
円
的
中
分
が
志
向
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
高
橋
説
に
は
、
領
家
方
に

【図 3】　高橋説による朝間周辺の復元
（高橋傑『中世荘園の検注と景観』吉川弘文館、2022年に「ツエカヒラ」
を加筆）

ツエカヒラ 
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と
っ
て
朝
間
に
そ
こ
ま
で
の
価
値
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
。

　

似
鳥
説
で
は
、
入
組
地
と
さ
れ
る
地
域
に
は
、
そ
れ
に
足
る
理
由
が
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
。
す
な
わ
ち
鉄
生
産
に
由
来
す
る
特
殊
な
財
源
と
し
て
の
①
高
瀬
、
流
通
・
商
業
の
拠

点
と
し
て
の
⑦
西
方
（
牛
丸
周
辺
）
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
文
永
八
年
帳
で
「
ワ
サ
マ
」
の
田
地
は
わ
ず
か
七
反
一
〇
代
六
六
歩
（
七
・

四
反
）
を
計
上
す
る
に
過
ぎ
ず（（1
（

、
全
荘
域
一
〇
五
町
四
反
の
一
％
に
も
満
た
な
い
（
似
鳥
一

〇
七
・
一
三
一
頁
）。「
タ
サ
イ
タ
ニ
」
は
田
地
が
な
く
、
畠
地
の
み
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、

朝
間
が
荘
園
経
営
に
と
っ
て
特
別
な
価
値
を
有
し
た
と
い
う
理
由
も
み
あ
た
ら
な
い
。

　

加
え
て
、
現
地
住
民
の
視
点
で
新
見
荘
を
研
究
し
た
竹
本
豊
重
に
よ
る
と
、
朝
間
へ
の

道
は
②
釡
村
、
③
千
屋
、
⑤
坂
本
か
ら
は
通
じ
て
い
た
が
、
④
足
立
か
ら
は
な
い（（1
（

。
つ
ま

り
朝
間
は
北
西
・
南
東
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
地
頭
方
と
の
連
続
性
の
方
が
明
ら
か
に
強

い
。
そ
の
点
で
も
高
橋
説
は
不
合
理
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
領
家
方
が
紛
争
の
リ
ス
ク
を
高
め
て
ま
で
朝
間
を
要
求
し
た
な
ど
と
は
、
バ
ラ

ン
ス
感
覚
か
ら
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

④
下
地
中
分
の
争
点

　

仮
に
、
領
家
方
が
地
頭
方
に
朝
間
の
確
保
を
要
求
し
た
の
な
ら
、
何
か
そ
の
形
跡
が
史

料
に
残
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
高
橋
説
も
触
れ
た
通
り
、
文
永
八
年

帳
に
は
「
東
方
へ
行
」
や
「
西
」
な
ど
と
書
か
れ
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
に
貼
ら
れ

た
一
〇
〇
枚
以
上
の
押
紙
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
永
仁
前
後
に
図
ら
れ
た
下
地
中
分
の

事
後
的
な
改
変
が
、
正
中
年
間
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
規
模
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
押
紙
が
貼
ら
れ
た
地
域
は
ほ
と
ん
ど
が
①
高
瀬
で
、
わ
ず
か
に
④
足
立
や

⑦
西
方
に
も
あ
る
が
、
③
千
屋
に
は
や
は
り
一
枚
も
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
下
地
中
分
が
実
施
さ
れ
た
当
時
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
重
要
な
史

料
が
、
文
永
一
〇
年
五
月
二
三
日
「
新
見
荘
五
分
一
田
畠
漆
等
分
帳
案
」
で
あ
る（（1
（

。
こ
の

「
分
帳
」
は
、
案
文
だ
が
「
預
所
沙
弥
浄
心
」
の
署
判
が
あ
り
、
領
家
方
の
預
所
得
分
を

書
き
上
げ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
（
高
橋
二
八
七
頁
）。

　

し
か
し
記
載
さ
れ
た
数
値
の
大
半
は
、
文
永
八
年
帳
の
耕
地
面
積
を
地
区
別
・
名
別
に

集
計
し
た
だ
け
の
も
の
で
、
得
分
の
計
算
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
例
え

ば
、
分
帳
の
記
載
は
「
大
田
」
に
あ
る
是
元
・
友
光
名
の
田
地
四
反
四
五
代
（
四
・
九
反
）

で
始
ま
る
が
、こ
れ
は
文
永
八
年
帳
の
当
該
田
地
三
筆
の
合
計
値
と
一
致
す
る
。ま
た
「
楡

田
」
に
あ
る
節
岡
名
の
田
地
五
反
四
五
代
は
、
文
永
八
年
帳
の
七
筆
の
合
計
か
ら
川
成
一

五
代
を
除
い
た
値
と
等
し
い
。
分
帳
に
は
こ
の
よ
う
な
記
載
が
田
畠
あ
わ
せ
て
七
二
件
あ

り
、
そ
の
う
ち
四
七
件
は
上
記
の
例
と
同
様
に
文
永
八
年
帳
と
の
数
値
の
一
致
を
確
認
で

き
る（（1
（

。

　

ま
た
、
文
永
一
〇
年
一
一
月
の
領
家
方
の
目
録
で
は
、「
預
所
給
」
は
五
斗
代
の
田
地

三
町
で
あ
る（（1
（

。
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
の
領
家
方
の
帳
簿
に
は
一
〇
〇
近
く
の
名
が
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、「
預
所
御
得
分
」
と
い
う
注
記
は
そ
の
う
ち
三
つ
に
し
か
な
い（（1
（

。
こ

れ
ら
に
対
し
て
、
分
帳
に
記
さ
れ
た
田
地
は
合
計
一
七
町
に
達
す
る
の
で
、
預
所
得
分
の

書
き
上
げ
と
み
な
す
に
は
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
。

　

そ
こ
で
、
分
帳
が
荘
内
の
ど
の
よ
う
な
地
域
を
選
ん
で
記
載
し
て
い
る
か
に
着
目
す
る

と
、
従
来
よ
り
も
進
ん
だ
評
価
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、
⑦
西
方
に
属
す

る
「
大
田
」「
宮
田
」「
楡
田
」「
荒
張
」「
牛
丸
」「
楢
原
」「
嶋
田
（
鳴
田
）」、
⑥
井
村
の
「
谷

内
」、
②
釡
村
の
「
三
坂
」「
渡
田
」、
④
足
立
の
「
堅
鐡
」、
そ
し
て
①
高
瀬
（
旧
称
の
「
吉

野
」
と
記
載
）
の
「
伊
守
忠
」「
本
郷
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
楡
田
」「
荒
張
」「
楢
原
」「
堅

鐡
」
は
、
現
行
地
名
や
明
治
期
の
旧
土
地
台
帳
で
検
出
で
き
な
い
た
め
初
出
時
の
【
図

1
】
に
は
所
在
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
本
稿
で
は
竹
本
と
浅
原
公
章
に
依
拠
し
て
加
筆
し

て
あ
る（（1
（

。

　

改
め
て
【
図
1
】
を
み
て
み
る
と
、
上
記
の
地
名
は
領
家
方
の
う
ち
相
対
的
に
地
頭
方

と
距
離
が
近
い
、
あ
る
い
は
混
在
地
に
な
っ
た
地
区
ば
か
り
で
、
地
頭
方
の
一
円
地
を
含

ん
で
い
な
い（（1
（

。
こ
の
点
に
作
成
時
期
も
加
味
し
て
考
慮
す
れ
ば
、
分
帳
は
下
地
中
分
の
際

に
、
領
家
方
が
自
ら
の
領
域
の
う
ち
、
地
頭
方
と
の
間
で
争
点
に
な
り
う
る
地
域
に
つ
い

て
数
値
を
ま
と
め
た
も
の
と
理
解
で
き
る（11
（

。
領
家
方
の
預
所
と
と
も
に
連
署
し
て
い
る

「
沙
弥
道
正
」
は
地
頭
か
そ
の
関
係
者
で（1（
（

、
下
地
中
分
へ
の
両
名
の
合
意
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う（11
（

。

　

以
上
を
も
と
に
高
橋
説
に
対
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
こ
の
分
帳
に
お
い
て
も
、
領
家

方
と
地
頭
方
が
千
屋
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
形
跡
は
皆
無
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
こ
の
帳
簿
に
足
立
の
「
堅
鐡
」
が
み
え
る
の
は
（【
図
3
】
の
「
カ
タ
カ
子
」）、
千
屋

と
の
間
に
中
分
線
を
引
く
似
鳥
説
を
支
持
す
る
事
実
で
あ
る
。
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⑤
朝
間
の
行
方

　

文
永
一
〇
〜
一
一
年
帳
に
も
正
中
二
年
帳
に
も
、
朝
間
の
地
名
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ

れ
で
は
名
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
山
間
部
に
あ
る
新
見
荘
の
う
ち
、
特
に
谷
間
の
地
域
で

は
名
の
分
布
が
地
区
ご
と
に
ま
と
ま
る
傾
向
が
あ
り（11
（

、
換
言
す
れ
ば
各
地
区
に
固
有
に
近

い
名
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
②
釡
村
で
は
「
渡
田
」
の
近
真
名
、
④
足
立
で
は
「
足
立
」

の
国
吉
名
、
⑥
井
村
で
は
「
間
尾
」
の
利
真
名
な
ど
が
そ
れ
で
、
文
永
八
年
帳
に
も
、
文

永
一
〇
〜
一
一
年
帳
に
も
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
領
家
方
の
帳
簿
で
も
、
地
名
の
記

載
は
伴
わ
な
く
な
る
が
、
上
記
の
名
は
存
在
し
つ
づ
け
る（11
（

。

　

朝
間
に
関
し
て
同
様
の
名
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
成
里
名
で
あ
る
。
文
永
八
年

帳
で
一
二
筆
あ
る
「
ワ
サ
マ
」
の
田
地
全
て
と
、「
タ
サ
イ
タ
ニ
」
も
加
え
て
八
一
筆
あ

る
畠
地
の
う
ち
七
四
筆
が
、
と
も
に
成
里
名
に
属
し
て
い
る
。
成
里
名
は
朝
間
を
代
表
す

る
名
と
い
え
る
が
、
も
し
中
分
後
に
領
家
方
へ
属
し
た
の
な
ら
、
先
述
の
名
と
同
じ
く
各

種
の
帳
簿
に
み
え
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
記
載
は
文
永
八
年
帳
に
し
か
な
い
。

つ
ま
り
名
と
い
う
形
で
も
、
領
家
方
に
朝
間
の
痕
跡
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
や
は
り
朝
間
は
地
頭
方
に
属
し
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
成
里
名
は
正

中
二
年
帳
に
も
み
あ
た
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も
地
頭
方
で
は
、
領
家
方
と
は
名
前
の
異
な

る
名
を
新
た
に
使
う
こ
と
が
多
い（11
（

。
よ
っ
て
中
分
の
前
後
で
は
、
朝
間
を
代
表
す
る
名
が

違
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
文
永
八
年
帳
で
朝
間
の
地
名
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
田
地
で
は
単

に
「
ワ
サ
マ
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
畠
地
で
は
「
ワ
サ
マ
内
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
直
前
に
検
注
さ
れ
た
地
名
が
「
ワ
サ
マ
ノ
内
・
ツ
エ
カ
ヒ
ラ
」
で
、
さ
ら
に
そ
の
前

が
「
ツ
エ
カ
ヒ
ラ
」
で
あ
る
。「
ツ
エ
カ
ヒ
ラ
」
は
田
地
で
は
「
ツ
エ
ヒ
ラ
」
と
み
え
、

そ
の
所
在
は
【
図
3
】
に
加
筆
し
た
通
り
「
ワ
サ
マ
」
の
南
東
に
比
定
さ
れ
る（11
（

。
文
永
八

年
帳
の
書
き
ぶ
り
を
素
直
に
読
め
ば
、
当
時
は
「
ワ
サ
マ
」
が
「
ツ
エ
カ
ヒ
ラ
」
を
含
む

広
域
地
名
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
「
ワ
サ
マ
」
と
「
ツ
エ
カ
ヒ
ラ
」
の
境
界
が
曖
昧
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
「
ワ
サ
マ
」
と
い
う
地
名
は
正
中
二
年
帳
で
は
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。

　

そ
こ
で
正
中
二
年
帳
を
み
る
と
、
検
注
帳
で
は
「
ツ
エ
カ
平
」
の
畠
地
一
筆
が
守
忠
名

に
属
し
て
い
る
。
守
忠
名
は
畠
地
の
み
で
田
地
が
な
い
が（11
（

、
⑤
坂
本
の
北
部
か
ら
③
千
屋

の
南
部
に
か
け
て
、
四
七
筆
連
続
で
検
注
さ
れ
て
い
る
広
域
的
な
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
名

寄
帳
を
み
る
と
、
守
忠
名
に
は
「
ツ
エ
カ
平
」
と
い
う
朱
筆
の
注
記
が
あ
る（11
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
朝
間
の
畠
地
が
正
中
二
年
帳
に
あ
る
と
す
れ
ば
守
忠
名
の
な
か
に

あ
り
、所
在
比
定
の
で
き
て
い
な
い
地
名
の
ど
こ
か
に
紛
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
朝
間
の
田
地
に
つ
い
て
は
中
分
後
の
状
況
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。
朝
間
の

高
梁
川
西
岸
は
山
間
部
に
あ
る
新
見
荘
の
な
か
で
も
特
に
傾
斜
が
強
い
土
地
で
あ
る
か

ら
（
11
（

、
土
砂
災
害
な
ど
で
田
地
を
長
く
維
持
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

2
．
下
地
中
分
と
中
世
社
会

（
1
）
誰
が
下
地
中
分
を
主
導
し
た
か

　

こ
こ
ま
で
新
見
荘
の
下
地
中
分
に
つ
い
て
、
帳
簿
史
料
に
依
拠
し
た
煩
雑
な
論
証
を
重

ね
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
点
で
も
高
橋
説
の
成
立
は
極
め
て
難
し
い
と
い
う
の
が
本
稿
の

見
解
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
下
地
中
分
に
関
す
る
総
合
的
な
理
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
似
鳥
説
で
は
、

領
家
方
に
み
ら
れ
る
領
域
の
分
断
傾
向
、
荘
園
経
営
の
現
地
と
の
遊
離
、
地
頭
方
に
対
す

る
脆
弱
性
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
高
橋
説
は
、
下
地
中
分
は
領
家
方
・
地
頭
方
双

方
の
現
地
に
精
通
し
た
者
同
士
の
利
害
に
も
と
づ
き
行
わ
れ
る
た
め
、
空
間
構
成
の
有

利
・
不
利
は
生
じ
が
た
い
と
す
る（11
（

。

　

し
か
し
高
橋
説
が
論
拠
と
し
た
諸
事
例
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
新
見
荘
に

つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

次
に
播
磨
国
矢
野
荘
だ
が
、
高
橋
説
で
は
領
家
方
荘
官
の
寺
田
氏
が
下
地
中
分
を
主
導

し
、
そ
の
の
ち
領
主
と
な
っ
た
東
寺
に
、
海
へ
の
玄
関
口
と
な
る
浦
分
の
下
地
中
分
（
史

料
で
は
「
興
行
」）
も
可
能
だ
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、「
一
概
に
地
頭
優
位
と
は
決
め
つ
け

が
た
い
」（
高
橋
九
三
頁
）
と
す
る
。

　

し
か
し
、
領
主
と
荘
官
で
利
害
が
一
致
す
る
保
証
は
な
い
。
仮
に
領
家
方
の
荘
官
が
地

頭
に
対
し
て
優
位
を
築
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
領
家
の
優
位
と
い
え
る
か
は
別
問
題

で
、
荘
官
が
地
頭
に
代
わ
る
在
地
領
主
と
化
せ
ば
、
結
局
は
領
家
の
荘
園
経
営
を
脅
か
し
、

劣
位
に
導
く
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
。「
悪
党
」
と
し
て
も
著
名
な
寺
田
氏
は
ま
さ
に
そ
の

ケ
ー
ス
で
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
利
害
に
も
と
づ
き
下
地
中
分
を
行
い
、
や
が
て
は
東
寺
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と
衝
突
し
て
排
除
さ
れ
る
。
高
橋
説
は
「
荘
園
領
主
側
の
思
惑
の
分
析
」（
高
橋
七
七
頁
）

を
課
題
に
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
結
論
は
在
地
領
主
の
主
張
に
依
拠
し
て
お
り
、
視
点
が
一

貫
し
な
い
。
下
地
中
分
を
荘
園
領
主
に
よ
る
経
営
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
似
鳥
説
に
対
し

て
、
高
橋
説
は
本
質
的
な
批
判
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

伊
予
国
弓
削
島
荘
に
関
し
て
も
、
こ
れ
に
近
い
問
題
が
あ
る
。
高
橋
説
で
は
、
領
家
方

荘
官
で
下
地
中
分
の
実
務
を
担
っ
た
栄
実
と
そ
の
後
継
の
承
誉
が
、
地
頭
と
対
等
の
軍
事

力
を
有
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
し
か
し
栄
実
は
と
も
か
く
、
承
誉
は
領
主
で
あ
る
東
寺

の
意
向
か
ら
逸
脱
し
、
百
姓
か
ら
非
法
非
例
を
訴
え
ら
れ
て
彼
ら
の
逃
散
を
招
き
、「
悪

党
」「
海
賊
」
と
も
呼
ば
れ
て
更
迭
さ
れ
て
い
る（1（
（

。
し
か
も
承
誉
は
、
地
頭
方
の
み
に
課

す
べ
き
塩
の
公
事
を
領
家
方
に
も
課
し
て
き
た
と
、
下
地
中
分
が
確
定
を
み
た
正
和
二
年

（
一
三
一
三
）
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
下
地
中
分
を
早
々
に
無
視
し
、
半
ば
在
地
領

主
化
し
て
現
地
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
承
誉
は
、
荘
園
領
主
と
利
害
を
同
じ
く
す
る
人
物

と
は
み
な
し
が
た
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
下
地
中
分
が
在
地
領
主
や
「
悪
党
」
勢
力
の
主
導
で
成
立
し
た
場

合
、
そ
れ
が
本
当
に
荘
園
領
主
を
利
す
る
も
の
と
な
っ
た
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
の
点
の
参
考
と
し
て
、
南
北
朝
初
期
の
数
年
間
だ
け
東
寺
が
新
見
荘
の
地
頭
職
も
獲

得
し
、
二
人
の
代
官
に
地
頭
方
を
分
割
支
配
さ
せ
た
が
、
東
寺
が
彼
ら
に
与
え
た
領
域
は
、

名
を
単
位
と
し
て
互
い
に
複
雑
に
入
り
組
み
、
地
理
的
な
一
円
性
の
全
く
な
い
も
の
だ
っ

た
（
11
（

。
こ
の
ケ
ー
ス
は
下
地
中
分
で
は
な
い
が
、
荘
域
の
分
割
を
代
官
や
荘
官
の
都
合
に
任

せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
東
寺
の
意
識
が
み
て
と
れ
る
。

（
2
）
な
ぜ
下
地
中
分
が
行
わ
れ
た
か

　

最
後
に
、
丹
波
国
大
山
荘
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
高
橋
説
に
お
け
る
下
地
中
分
の
根
本

理
解
を
問
い
た
い
。
下
地
中
分
が
盛
行
し
た
西
日
本
で
は
、
地
頭
は
本
来
的
に
荘
園
経
営

の
な
か
で
あ
る
種
の
職
責
を
担
う
荘
官
と
し
て
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
や
承
久
の
乱
を
契

機
に
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
る（11
（

。
下
地
中
分
は
、
い
っ
た
ん
経
営
機

構
に
入
り
込
ん
だ
地
頭
に
よ
る
干
渉
を
避
け
る
た
め
、
下
地
も
ろ
と
も
関
係
を
切
り
離
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
島
田
次
郎
は
下
地
中
分
を
地
頭
へ
の
「
罰
則
」
と
捉
え
た
が（11
（

、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
鎌
倉
幕
府
の
立
場
か
ら
の
説
明
で
、
荘
園
領
主
に
と
っ
て
は
事
態
の

悪
化
を
防
ぐ
た
め
と
は
い
え
相
応
の
犠
牲
を
払
う
、
望
ま
し
か
ら
ざ
る
手
段
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
領
家
方
と
地
頭
方
の
完
全
な
分
離
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
、
両
者

の
日
常
的
な
接
触
が
領
家
方
の
経
営
を
動
揺
さ
せ
た
こ
と
を
論
じ
た
の
が
、
似
鳥
説
で
あ

る
。

　

一
方
、
高
橋
説
の
要
点
は
領
家
と
地
頭
の
対
等
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
根
拠

は
上
述
の
通
り
ほ
と
ん
ど
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
と
本
稿
は
み
る
が
、
そ
も
そ
も
の
問
題

と
し
て
、
地
頭
が
劣
位
に
あ
っ
た
り
、
領
家
に
対
し
て
従
順
で
あ
る
の
な
ら
、
下
地
中
分

な
ど
選
択
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
一
部
と
は
い
え
荘
域
の
完
全
な
喪
失
を
意
味
す
る
下
地

中
分
に
領
家
が
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
高
橋
説
が
引
く
大
山
荘
の
事
例
に
明
白
で
あ
る

し
（
高
橋
九
五
頁
）、
下
地
中
分
の
発
生
と
盛
行
は
地
頭
請
の
そ
れ
よ
り
も
明
ら
か
に
遅
れ

る
（
高
橋
七
九
〜
八
〇
頁
）。
高
橋
説
は
こ
の
両
策
を
荘
園
領
主
に
と
っ
て
「
パ
ラ
レ
ル
」（
高

橋
九
六
頁
）
の
問
題
解
決
策
と
す
る
が
、
実
証
的
に
は
両
策
が
同
時
代
に
並
存
し
た
こ
と

を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
荘
園
領
主
が
両
策
を
同
列
の
選
択
肢
と
し
て
検
討
し
た
と

か
、
下
地
中
分
の
当
初
か
ら
地
頭
方
の
奪
回
を
期
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い（11
（

。
こ

の
点
で
も
高
橋
説
の
成
立
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
帳
簿
の
数
値
上
で
は
領
家
と
地
頭
が
対
等
な
下
地
中
分
も
あ
っ
た
ろ
う

し
、
新
見
荘
が
実
際
そ
う
で
あ
る
（
似
鳥
一
三
一
頁
）。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
来
な
ら
荘
官

に
過
ぎ
な
い
は
ず
の
地
頭
が
制
御
不
能
と
な
り
、
領
家
が
譲
歩
を
強
い
ら
れ
た
結
果
で
あ

る
。
そ
し
て
現
実
の
経
営
上
、
両
者
の
対
等
は
危
う
い
も
の
だ
と
い
う
の
が
似
鳥
説
の
核

心
で
あ
り
、
領
家
方
が
地
頭
方
か
ら
狙
わ
れ
る
状
況
は
中
分
後
も
続
い
た（11
（

。
そ
れ
で
も
新

見
荘
は
、
遠
隔
荘
園
な
が
ら
戦
国
末
期
ま
で
辛
う
じ
て
収
取
が
続
い
た
稀
有
な
事
例
で
あ

る
（
11
（

。
弓
削
島
荘
な
ど
は
、
領
家
方
が
島
の
半
分
ど
こ
ろ
か
三
分
の
二
を
確
保
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
年
貢
の
収
納
徴
証
は
決
し
て
遅
い
と
は
い
え
な
い
応
永
一
一
年
（
一
四
〇
四
）

で
途
絶
え
て
い
る（11
（

。
領
家
に
と
っ
て
、
地
頭
と
の
対
等
と
は
徐
々
に
失
わ
れ
る
も
の
だ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
は
、
荘
園
領
主
が
下
地
中
分
と
い
う
選
択
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
重
大
性
を
ま
ず
は
認
識
す
べ
き
だ
と
結
論
づ
け
た
い
。
下
地
中
分
で
の
領
家
と
の
一

時
的
な
平
衡
を
「
地
頭
優
位
で
な
い
」
と
評
価
す
る
よ
り
も
、「
地
頭
優
位
へ
」
と
い
う

長
期
的
な
傾
斜
を
念
頭
に
置
い
て
下
地
中
分
を
理
解
す
る
方
が
、
研
究
上
の
意
義
が
大
き
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い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
下
地
中
分
に
関
わ
る
高
橋
傑
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て
き

た
。
高
橋
説
が
成
立
す
る
に
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
数
々
の
問
題
に
向
き
合
い
、
何

か
し
ら
の
説
明
を
施
し
て
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
で

あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

下
地
中
分
そ
れ
自
体
は
ほ
ぼ
中
世
前
期
の
事
象
だ
が
、
そ
の
と
き
生
ま
れ
た
地
頭
方

は
、
武
家
領
や
禅
院
領
と
な
っ
た
新
見
荘
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
お
い
て
も

荘
園
制
の
一
部
と
し
て
存
続
す
る（11
（

。
そ
の
た
め
下
地
中
分
は
、
中
世
全
体
を
視
野
に
入
れ

て
考
え
る
べ
き
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

　

仮
に
高
橋
説
を
是
認
す
る
と
、
下
地
中
分
の
影
響
は
「
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
」
と
い
う

平
板
な
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
え
ず
、
荘
園
制
の
変
容
と
終
焉
と
い
う
長
期
の
文
脈
へ
の
下

地
中
分
の
位
置
づ
け
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
高
橋
説
は
、
荘
園
領
主
は
地
頭
請
だ
ろ
う
と

下
地
中
分
だ
ろ
う
と
、「
地
頭
・
荘
官
と
協
調
す
る
こ
と
で
、
年
貢
収
取
を
確
実
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
」（
高
橋
九
六
頁
）
と
結
論
づ
け
る
が
、
そ
の
「
協
調
」
こ
そ
が
容
易
な
ら

ざ
る
中
世
社
会
の
課
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

　

高
橋
説
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
も
批
判
も
な
い
が
、
似
鳥
説
の
枢
要
は
、
下
地
中
分
に
よ

る
領
家
方
と
地
頭
方
の
分
離
は
不
完
全
な
も
の
で
、
在
地
領
主
の
伸
長
抑
制
策
と
し
て
構

造
的
な
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
実
際
に
現
地
に
臨
ん
で

状
況
に
対
応
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
在
地
性
」
を
有
す
る
地
頭
が
、
現
地
と
距
離
を
置

く
領
家
に
対
し
て
優
位
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

筆
者
は
こ
の
在
地
性
を
、
荘
園
経
営
を
維
持
す
る
た
め
の
、
ひ
い
て
は
中
世
社
会
を
説

明
す
る
た
め
の
最
大
の
要
素
と
考
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
領
主
と
現
地
の
距
離
を
本

質
的
な
問
題
と
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
主
体
を
武
士
に
限
定
し
な
い
点
に

在
地
領
主
制
論
と
の
相
違
が
あ
る（11
（

。
本
稿
も
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
あ
え
て
筆
を
執
っ

て
再
反
論
に
及
ん
だ
も
の
と
理
解
さ
れ
た
い
。

注（1
） 　

高
橋
傑
「
下
地
中
分
再
論
│
荘
園
経
営
の
一
側
面
│
」（『
日
本
史
攷
究
』
四
二
、
二
〇
一
八
年

一
二
月
）。

（
2
） 　

似
鳥
雄
一
『
中
世
の
荘
園
経
営
と
惣
村
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
四
月
）、
高
橋
傑
『
中

世
荘
園
の
検
注
と
景
観
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
）。
本
稿
で
は
、
両
著
書
か
ら
の
引
用
を

「
似
鳥
○
頁
」「
高
橋
○
頁
」
の
形
で
略
記
す
る
。

（
3
） 　

佐
藤
雄
基
「
鎌
倉
期
の
地
頭
と
荘
園
制
」（
鎌
倉
佐
保
・
木
村
茂
光
・
高
木
徳
郎
編
『
荘
園
研

究
の
論
点
と
展
望
│
中
世
史
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
│
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
三
年
）、
田
中
大

喜
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
地
頭
の
荘
園
支
配
」（『
歴
史
地
理
教
育
』
九
五
〇
、
二
〇
二
三
年
）。

（
4
） 　

以
下
、「
東
寺
百
合
文
書
」
に
つ
い
て
は
函
番
号
を
記
し
、『
岡
山
県
史
第
二
〇
巻 

家
わ
け
史

料
』
は
『
岡
』
と
略
記
し
て
文
書
番
号
を
付
し
た
。

（
5
） 　

ク
函
一
〜
五
、『
岡
』
一
九
三
〜
一
九
七
。

（
6
） 　

文
永
一
〇
年
は
ム
函
六
・
ク
函
四
九
、『
岡
』
一
六
二
・
二
三
〇
。
同
一
一
年
は
ク
函
七
、『
岡
』

一
九
九
。

（
7
） 　

検
注
帳
は
ク
函
一
一
〜
一
五
、『
岡
』
二
〇
二
〜
二
〇
六
。
名
寄
帳
は
ク
函
一
六
〜
一
九
、『
岡
』

二
〇
七
〜
二
〇
八
。

（
8
） 　

先
述
し
た
大
字
の
「
西
方
」
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
9
） 　
「
村
社
又
三
郎
」
に
押
領
さ
れ
た
田
地
の
在
所
を
、
高
橋
説
で
は
『
岡
』
の
翻
刻
に
従
っ
て
「
ウ

シ
カ
セ
」（
高
橋
二
五
九
頁
）
と
し
て
い
る
。
虫
損
の
せ
い
も
あ
っ
て
確
か
に
そ
う
と
も
読
め
る

の
だ
が
、
当
該
の
田
地
を
名
寄
帳
で
み
る
と
「
乱
瀬
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
ラ
ン
カ
セ
」
と
す
る

の
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
検
注
帳
と
名
寄
帳
の
突
合
作
業
が
い
か
に
重
要
か
、
と
い
う
こ
と

を
示
す
事
例
で
あ
る
。

（
10
） 　
「
今
井
」
に
つ
い
て
は
、
初
出
論
文
を
前
掲
注（
2
）似
鳥
著
書
へ
再
録
す
る
際
、
新
た
に
根
拠

が
み
つ
か
っ
た
た
め
地
頭
方
か
ら
混
在
地
に
改
め
た
（
似
鳥
五
一
頁
）。

（
11
） 　
「
新
見
荘
上
使
乗
観
祐
成
・
乗
円
祐
深
連
署
注
進
状
」（
え
函
二
八
、『
岡
』
九
〇
一
）。

（
12
） 　

高
橋
説
で
は
「
ワ
サ
マ
」
の
田
地
は
五
反
二
〇
代
一
五
六
歩
だ
と
い
う
が
（
高
橋
二
七
八
頁
）、

計
算
の
根
拠
が
不
明
で
あ
る
。
三
種
あ
る
地
目
の
う
ち
、「
油
地
新
田
」「
新
田
」
を
除
い
て
「
古

作
」
の
み
を
合
計
し
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
手
元
の
デ
ー
タ
で
は
五
反
二
五
代
に

な
る
。

（
13
） 　

竹
本
豊
重
「
新
見
庄
の
道
」（『
新
見
庄 

生
き
て
い
る
中
世
』
備
北
民
報
社
、
一
九
八
三
年
）

一
九
八
・
二
〇
一
頁
。

（
14
） 　

ク
函
六
、『
岡
』
一
九
八
。

（
15
） 　

残
り
の
二
〇
件
は
数
値
に
異
同
が
み
ら
れ
、
五
件
は
当
該
耕
地
そ
の
も
の
が
文
永
八
年
帳
に
な

い
。

（
16
） 　

ヒ
函
一
一
│
一
、『
岡
』
六
三
五
。

（
17
） 　
「
新
見
荘
官
物
等
徴
符
案
」（
ク
函
八
、『
岡
』
二
〇
〇
）。

（
18
） 　

竹
本
豊
重
「
新
見
庄
の
地
名
に
つ
い
て
」（『
岡
山
県
史
研
究
』
二
、
一
九
八
一
年
）、
前
掲
注



備
中
国
新
見
荘
の
下
地
中
分
と
中
世
社
会

（23）302

（
13
）竹
本
論
文
、
浅
原
公
章
「
文
永
期
の
在
地
構
造
」（
前
掲
注（
13
）『
新
見
庄 

生
き
て
い
る
中

世
』）、
同
「
備
中
国
新
見
庄
に
お
け
る
検
地
」（『
新
見
市
史 

通
史
編
上
巻
』
一
九
九
三
年
）。

（
19
） 　
「
楡
田
」
は
正
中
二
年
帳
に
み
え
な
い
が
、
高
梁
川
の
北
岸
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
⑦
西

方
の
入
組
地
は
高
梁
川
を
北
限
と
す
る
の
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。

（
20
） 　
「
分
帳
」
の
語
は
、
高
橋
説
が
引
く
豊
後
国
阿
南
荘
で
の
下
地
中
分
の
事
例
で
も
、
領
家
方
と

地
頭
方
の
交
渉
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
み
え
て
い
る
（
高
橋
九
〇
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
三
六

三
）。

（
21
） 　
「
道
正
」
と
の
系
譜
関
係
を
思
わ
せ
る
人
物
と
し
て
、
南
北
朝
末
〜
室
町
初
期
に
現
れ
る
「
新

見
入
道
道
存
」
が
い
る
（
似
鳥
六
〇
・
一
六
五
頁
）。

（
22
） 　

文
書
名
の
「
五
分
一
」
は
、
本
文
の
「
吉
野
五
分
一
田
畠
等
」
と
い
う
文
言
に
よ
る
も
の
で
、

帳
簿
全
体
で
は
な
く
高
瀬
の
み
に
関
わ
る
比
率
で
あ
る
。
高
瀬
の
耕
地
面
積
は
、
文
永
八
年
帳
で

は
田
地
二
〇
五
・
一
反
、
畠
地
（
里
畠
）
七
五
・
九
反
、
合
計
二
八
一
反
あ
り
、
分
帳
で
は
田
地

二
九
・
四
反
、
畠
地
（
里
畠
）
一
七
・
九
反
、
合
計
四
七
・
二
反
あ
る
。
両
帳
簿
の
比
率
は
ち
ょ

う
ど
六
：
一
と
な
る
か
ら
、
領
家
方
が
地
頭
方
の
「
五
分
一
」
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
と

れ
る
。

（
23
） 　

似
鳥
雄
一
「
備
中
国
新
見
荘
に
み
る
名
の
特
質
と
在
地
の
様
相
」（
前
掲
注（
2
）似
鳥
著
書
）。

（
24
） 　

建
治
元
年
（
一
二
七
五
）「
新
見
荘
西
方
漆
名
寄
帳
」（
さ
函
二
、『
岡
』
一
〇
〇
六
）、
弘
安
七

年
（
一
二
八
四
）「
新
見
荘
官
物
等
徴
符
案
」（
ク
函
八
、『
岡
』
二
〇
〇
）、
永
仁
六
年
（
一
二
九

八
）「
新
見
荘
西
方
胡
麻
并
水
手
注
文
」（『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
六
六
）、
正
安
二
年
（
一
三
〇

〇
）「
新
見
荘
西
方
麦
・
胡
麻
等
算
用
状
」（
同
一
七
四
）、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）「
新
見
荘
西

方
所
当
以
下
色
々
徴
符
案
」（
ク
函
二
一
、『
岡
』
二
一
〇
）
な
ど
。

（
25
） 　

前
掲
注（
23
）似
鳥
論
文
。

（
26
） 　

浅
原
公
章
「
文
永
八
年
二
月
備
中
国
新
見
庄
名
分
布
図
（
そ
の
一
）」（
前
掲
注（
18
）『
新
見
市

史
』
付
図
一
）、
前
掲
注（
18
）浅
原
「
備
中
国
新
見
庄
に
お
け
る
検
地
」
二
〇
七
頁
。
た
だ
し
、

竹
本
豊
重
は
「
ツ
エ
カ
ヒ
ラ
」
の
所
在
を
比
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
27
） 　

検
注
帳
で
は
守
忠
名
の
田
地
が
一
筆
あ
る
が
、
名
寄
帳
で
は
友
貞
名
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

（
28
） 　

ク
函
一
八
、『
岡
』
二
〇
八
。

（
29
） 　

似
鳥
雄
一
「
中
世
山
間
荘
園
の
水
田
開
発
│
備
中
国
新
見
荘
の
帳
簿
分
析
か
ら
│
」（
前
掲
注

（
2
）似
鳥
著
書
）。

（
30
） 　

前
掲
注（
1
）高
橋
論
文
（
前
掲
注（
2
）高
橋
著
書
に
再
録
）。

（
31
） 　

山
内
譲
「
弓
削
島
荘
と
瀬
戸
内
海
」（『
愛
媛
県
史 

古
代
Ⅱ
・
中
世
』
一
九
八
四
年
）
三
八
五

〜
三
八
九
頁
。

（
32
） 　

似
鳥
雄
一
「
二
人
の
代
官
に
よ
る
荘
園
の
分
割
支
配
│
備
中
国
新
見
荘
地
頭
方
の
事
例
か
ら

│
」（
前
掲
注（
2
）似
鳥
著
書
）。

（
33
） 　

前
掲
注（
3
）佐
藤
論
文
。

（
34
） 　

島
田
次
郎
「
下
地
分
割
法
の
形
成
」（
同
『
日
本
中
世
の
領
主
制
と
村
落
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六
二
年
）。

（
35
） 　

下
地
中
分
と
地
頭
請
（
さ
ら
に
は
半
済
）
が
代
替
で
は
な
く
重
複
す
る
状
況
は
、
室
町
初
期
の

新
見
荘
で
発
生
し
て
い
る
（
似
鳥
雄
一
「
下
地
中
分
後
の
室
町
期
荘
園
│
備
中
国
新
見
荘
地
頭

職
・
地
頭
方
と
新
見
氏
│
」
前
掲
注（
2
）似
鳥
著
書
）。

（
36
） 　

前
掲
注（
35
）似
鳥
論
文
。

（
37
） 　

似
鳥
雄
一
「
中
世
後
期
の
荘
園
制
│
再
建
と
終
焉
│
」（
前
掲
注（
3
）『
荘
園
研
究
の
論
点
と

展
望
』）。

（
38
） 　
「
弓
削
島
荘
年
貢
代
銭
請
取
状
」（
ト
函
八
二
、『
日
本
塩
業
大
系 

史
料
編
古
代
・
中
世
一
補
遺
』

五
一
）。

（
39
） 　

前
掲
注（
35
）似
鳥
論
文
、
似
鳥
雄
一
「
中
世
荘
園
制
の
終
焉
と
村
落
の
自
治
」（『
歴
史
学
研
究
』

一
〇
一
五
、
二
〇
二
一
年
）。

（
40
） 　

前
掲
注（
37
）似
鳥
論
文
、
前
掲
注（
39
）似
鳥
「
中
世
荘
園
制
の
終
焉
と
村
落
の
自
治
」。
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Shitaji Chubun at Niimi-no-sho in Bicchu Province and Medieval Society: 
A Response to Suguru Takahashi

Yuichi NITADORI

　This article examines the validity of the theory of Suguru Takahashi, whose views differ from those of the 
author (Nitadori), regarding shitaji chubun (physical division of the land) at Niimi-no-sho (manor) in Bicchu 
Province, during the Kamakura period.
　Takahashi’s theory differs from the Nitadori’s theory in three major aspects. First, Takahashi’s theory states that 
shitaji chubun also took place during the Shochu era. In this regard, Takahashi’s theory is based on notes such as 
ouryou and ronsho in the account book of the Jito-side, but this article has shown that most of these notes are not 
issues with the Ryoke-side, and therefore it cannot be said that shitaji chubun took place during the Shochu era.
　Second, Takahashi’s theory maintains that there was no irikumichi where the Ryoke-side and the Jito-side 
shared the same territory, and that the two were clearly divided into separate areas. In this regard, this article 
pointed out that Takahashi’s theory does not have any evidence to surpass the Nitadori’s theory, which pointed out 
the existence of irikumichi, and that Takahashi’s theory contains misunderstandings, contradictions, and serious 
omissions of arguments against the Nitadori’ s theory.
　Third, Takahashi’s theory states that the Ryoke-side existed in a part of the area called Chiya, whose entire area 
is considered the Jito-side by the Nitadori’s theory, and that it divided the Jito-side into north and south parts. In 
this regard, this article argues that it is extremely difficult to establish Takahashi’s theory, pointing out that Taka-
hashi’s theory obscures the principle of shitaji chubun, that there is no reason for the Ryoke-side to demand the 
area, that there is no evidence of a dispute over the area between both, and that traces of the area are not found in 
the account books of the Ryoke-side but in those of the Jito-side.
　Finally, this article has pointed out that Takahashi’s theory also has problems with cases other than Niimi-no-
sho. That is, Takahashi’s theory argues that shitaji chubun, which was established under the initiative of local 
lords or akuto, was also in line with the manor lord’s intentions. Furthermore, for manor lords, being forced into 
shitaji chubun, which meant the loss of part of their territory, was a major decision, and it is difficult to see it as 
parallel to jito-uke as a solution to problems.

Abstract


